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学区祉協の活動は， 小地域での福祉活動を展開し，住民参加による地域社会を形成

していくためにあります。すなわち，地域社会に発生する生活問題や福祉問題の解決

を図り ，住民が協力 して安心して暮らせる地域社会を形成していくための重要な組織

です。

そのために，区社協と学区祉協の役割分担を明確にしたうえで.学区社協活動が充

実するよう支援します。取組みにあたっては，学区社協と住民とが接点を多くもち，

住民の思いを活動に反映させます。こうして，学区社協に対する理解 ・共感を得なが

ら，住民の小地域福祉活動への参加の促進に努めます。また，学区中上協の役員 ・リー

ダーの養成を図るとともに，研修を通じての資質の向上を図り，組織の強化，活動の

活性化につなげます。

く重点活動 1> 

学区祉協の活動を充実させるためには， 小地域福祉活動のリーダーである役員層の

学習による育成は欠かせません。 区社協は，学区社協の役員に 「地域福祉活動計画」

にもとづく学区祉協活動のあり方を伝えるとともに，研修を通じたスキノレアップを図

ります。

内容は，学区ごとの実情に応じたものや，全学区共通のものなど， 工夫した研修の

機会を設定し，年間計画を立て体系的に実施します。

段階 活動肉容

0全学区の役L"¥や災務担当が参加lする!1}でf;fiillリJ百I-U由1の科i告 ・説明を行います.

Step 1 0それぞれの学区の役員会などへ出向き， tH聞についての;Q":比交流 ・質疑などを行
い，理解促進をliilります.

0学区社協はそれぞれ地域tioHrI活動をすすめるにあたっての訓脳を出し合い，区社

Step2 協lこ従起します.
OgfJ協は提起された政題を綾壊し，必'Aな研修内容を言1阻Iします.

0研修内容は，全学区に共通す るものと，学区ごとのものの双方を企画 ・実肱しま

Step3 す。また，学区付協が独自でも研修を合間 ・実胞できるよう支援します。

0研修実施出1・-x施後の活動の逃いを分析し，次の研修内容へつなげます。

76 



<重点活動2>

『住民との交流・懇談会の実施』

学区社協の活動は，住民の日常生活に根ざした活動でなければなりません。そのた

めには，住民の持つニーズや問題の把握は，小地域での福祉活動をすすめるために必

要不可欠な情報です。

そのために，区社協は学区社協と協力して，学区段階での定期的な住民との交流 ・

懇談会の場を設けます。この場を通じ，学区社協と住民との結びつきを強め，住民の

暮らしにかかわる思いを活動へ反映させるとともに，悩みの解決を図る支援をしてい

きます。

段階

Stepl 

Step2 

Step3 

<重点活動3>

活動内容

O区祉協は，懇談の対象 ・1)'1符を企町します。
0各学区社協は， IJnfmにあたっての地域J布団体との;o，¥J殺をすすめ。住民への問知 ・
広報， 会場の附[ {~~をnv 、ます。

0懇談で目民のFI百?のrTらしにかかわる悩みや思い， 地域の問題をつかみます。
0その場で対応できるものは，適切なアドバイスやfff判iの提供をすすめます。その
場で対応が困難なものは，持ち帰り|互・学区祉協で対応を協議しますー

0学区祉協活~9Jのなかで長l応できるものは， 可能な 111. りすみやかに災践するととも
に，対応した内容 結~kについては。 次回の善控訴や広報で住民に知らせます。

0区社協は，その学区祉協を支{呈するために行政やl凶係機|基l等との，;I¥Ijj!を図ります.

『広報活動の充実』

学区段階での広報活動は住民にとりもっとも身近な情報入手手段です。そこで，現

在すでに学区社協独自の広報紙を発行している学区社協に対しては，住民に必要な情

報を提供することに努めるとともに，広報紙づくりやその内容の充実を支援していき

ます。現在のところ広報紙が発行できていない学区社協に対しては，モデノレを提示す

るなど発行の支援を行います。これらのなかで，暮らしに役立つ福祉情報を提供して

いきます。

また，福祉まつりやイベント，その他多数の参加者が集う活動において，学区宇土協

活動を積極的にアピールし，地域福祉活動の理解促進に努めます。
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段階 活動内容

0広報紙が米発行の学Inl:W，については，当面はiN::]2回の発行を日J目して。紙而

Stepl 
モデノレの従示，時らしに役立つ情報の舵供をすすめます 。
0広報紙が発行できている学区社協についても，発行回数i円，紙{而の光xーを図るた
め。拘11主する約制lの提供をすすめます.
0研修の機会なども通じ.広報紙の紙而づくりについて学ぶ場を設けます。

Step2 Oll;jill紙づくりが科，0:，協ノ]できるといった地域の人材を区 ・学区位協で後成 ・必wするなど体制而強化などに℃犬しま寸 a
一0学区ごとに特色ある，ユニークで拡らしに役立つ紙前をつく っていくために必~

Step3 な機材や人材のliull札業百のlJilJ:iiをすすめま寸.
0学区社l品1111 で広印紙を交挽しあい情報の共有をすすめ。 ~i(而の充実につなげます。

『参加型活動の充実』

健康すこやか学級，会食会 ・茶話会，ミニデイなどは多数の高齢者が社会参加する

食重な機会です。学区社協は，それぞれの事業の対象者 ・方向性などを明確にすると

ともに，各々の事業が可能なI¥Nり参加者のニーズ‘に即した内容のものを実施します。

また，常に高齢者が気軽に参加でき，地域での仲間づくりに結びつくような運営を

すすめます。

『訪問型活動の充実』

配食サービス，寝具クリーニングサービス，友愛訪問などは学区社協の活動者が個

別に対象者世帯を訪れサービスを提供している活動です。これらの事業の目的は，サ

ーピスを提供するだけではなく，対象者を訪問することにより，世帯の実態把握や見

守り活動をすることも重要な目的です。

今後は，これらの目的をはっきりと位置付け，活動を強化し，学区祉協と住民の信

旗関係を深めます。

『生活支媛活動の企画』

地域で高齢者や，障害者が暮らしているなかでは，様々な 「困りごとJがあります。

そのなかには，住民同士の結びつきや支えあいて台車決できるような，例えば外出する

際の付き添いや，ごみだしなど簡易な家事の援助のようなものもあります。

区社協は，これら住民相互の見守りや支えあいによるインフォーマ/レな生活支援活

動についての先進事例を研究し，その結果，学区の実情にあった生活支援活動を企画
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し，可能なものから実施します。

『モデル事業の実施』

区社協は，学区社協からの各学区の特性，地域事情，福祉ニースなどにもとづく独

自の自由でユニークな発想 ・企画による事業をエン トリ一方式により実施します。実

施内容によっては全学区に共通する取組みとして普及を図ります。

『財政支緩の改善』

区社協は，学区中土協事業への財源の効率的な執行を図るために，実態と事離してい

る助成方式を早急に改善し，事業の充実を財政面から支援します。あわせて，地域福

祉活動計画で掲げられた重要な活動へは，重点的に配分します。

『ボランティアの育成と個人参加の促進』

区社協は，学区千土協活動に賛同し，協力するボランティアや特定の経験 ・技術を活

かしたボランティアを区域レベルで募集 ・養成します。学区社協は，広報活動などを

通じ，学区レベルで活動への個人参加を広く呼びかけます。

『福祉准進員の設置の促進.活動の充実』

区社協は学区社協とともに，福祉推進員の設置を全学区で取組みます。その場合，

mt止推進員は自治会 ・町内会の規模に応じた選出を図ります。設置済みの学区中土協に
ついては，福祉推進員の役割を明確にし，地域福祉活動の理解を深めるための研修会

を開催し，活動の充実につなげます。

『学区社協の活動交流の実施』

区社協は，学区社協の活動実践の報告 ・交流会を隣催し，学区社協聞の情報交換を

図り，活動の充実につなげます。特に，近隣の数学区祉協聞の情報交換や連携を重視

し，可能なものは共同事業に取組みます。
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『学区社協組織の強化』

区社協は学区社協ごとの役員会などで?地域福祉活動計画及び年間事業計画の説明

を行います。学区社協役員はそれをもとに事業計画を立案し，年度終了後は活動の振

り返りを行い，次年度の活動の充実につなげます。

また，学区社協は事務局機能や専門部会の設置など組織の強化を図ります。

『関係機関・施設・団体との連携』

学区社協は，地域の関係諸団体なと'に対する学区社協活動の啓発をすすめます。特

に民生児童委員(協議会)や社会循祉施設とは懇談会をもつなど情報交流，活動の連

携を深めます。区社協は，区域レベルで学区中士協と関係機関との連携がすすむよう，

部会や懇談会等を通じパックアップしていきます。

ボランティア活動は， 参加を通じて地域での住民同士の結びつきゃ支えあいを深め

る食重な機会です。また， 何らかの問題によりボランティアの支援を必要とする人に

とっては，地域での暮らしを豊かなものにする重要な活動です。このため，ボランテ

ィアについての関心を高め，実際の活動者へと結びつける取組みをすすめます。特に

情報活動の強化，スクーノレ・入門講座による人材育成をすすめるとともに，グループ

と他の住民参加活動との交流 ・連携を図ります。

児童や青少年たちは，社会の一員であり，今後の地域を担う大切な財産です。彼ら

が将来，地域で支えあいながら暮ら していく ことが “特別なこと"ではなく ，“自然

なこと"として考え育つためには，子どもの頃からの福祉の心づくりが重要です。そ

のために，児童 ・生徒に対する福祉教育を教育関係者との協働によりすすめます。

く重点活動， > 

『ホランティア育成の強化 〈スクール ・入門講座の充実)~ 

住民のボランティア意識を向上し，自主的な活動への参加につなげるための講座を

開催します。内容は，ボランティアについての基本や，実際の活動事例など関心を呼
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びやすいものから実施し，年代や階層を考慮した開催を図ります。企業や学校，商底

街など幅広い参加を呼びかけます。

また，当事者組織や施設，関係機関，行政などとも協議しs 一定の知識や技術を必

要とする支援ボランティアの養成講座についても企画 ・実施し，活動への参加を図り

ます。

段階 活動内容

Oボァンアイア百!切jの入門講座としてまず，年IIIJ1回限度 rJ，li礎;昨11lJを開陥し，

Stepl 
ボランティアの越本や考え方などについて学び，参加意欲のl門illiを図ります。
0活動希望者の相談内容から1 年IIIJ1問411皮， 関心の前いもの(例 点字 . ~

記)などJ昨j主に取り入れます。
0特定の組織 ・企業と協議し，その飢l止に適当な説伎の内容を企町 ・実施しますa

Step2 0主に「法的al~J1iJ 修7者を対象とする只キノレアップ誠j坐として，実際のn!i助事例
の報告，活動J.ldfi師の見学会などlJillY!Jしま寸.

0関係機I~J等と部会や懇談会などで， '1とめる支俊ボランティアについて協議し，介

Step3 ~ß!ボランティアや外出支mボランティアなどを養成する講肢を 1II I00，します.

0特に学生に対する広報を弛iくすすめ， JE彼ボランティアの~"止を図ります。

<重点活動2>

『ボランティア関連の情報活動の強化』

ボランティア活動に関心のある人に対して，実際に活動に結びつくように，情報を

分かりやすく届くよう提供します。まず，把握しきれていないボランティア活動の実

態について，関係施設・団体，学校などと協力して情報を収集します。収集した情報

をパンフレットにして活動希望者への紹介に活用します。

より多くの住民に情報提供を行うため，関係機関はじめ，学校，企業，庖舗，駅な

ど人の多く集まる場所に掲示板の設置を依頼します。また，年代に応じ，例えば学生

などの活動希望者には.Eメールによる情報発信を行うなど工夫します。

段階 活動内容

0施設 ・ 間体，学校等に対するヒヤリ ングや別抗による~fl1\ j也被を行います.

Stepl 0京都市初制ボランティアセンターとのw事11リンずにより，迅itliな十Jf報提供をすす
めます.

Oヒヤリングや調査をもとに，活動iil介パン7レyトを作成 .í'ít~IÎ します。

S回p2 0関係機関や学校，企業， EE品!i， i¥Rなどを訪問し.fN制1促ijb掲示舷の設置を依頼し
ます。

Oi1frmA紹介パンフレア トは， J詰低隔年で!E新します.
Step3 omm!J1iiS'HII.t!i:，v，-のEメーノレアドレス艇を絵師1It.....随時ボランティア情報を配信し

ますa
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く重点活動3>

『教育機関等との遠権による信祉毅育・体験プログラムの企画・実施』

区域においては，高等学校との懇談会を， 学区域においてはモデル的に小 ・中学校

や PTA，主任児童委員，学区社協，施設等を含めた連絡会を設置し，福祉教育 ・ボ

ランティア体験学習に関する意見交流・情報収集を行います。これらの協議 ・意見を

ふまえた学習内容を学校や地域の特性にあわせて企画し，総合学習をはじめとする学

校カリキュラムのなかで実施できるよう学校との連携をすすめます。また，学校にお

ける福祉教育関連の委員会などには，積極的に参画を働きかけます。

段階 活動内容

O同等学校との:j!¥，談会をIliHml，乍校サイドの取組みゃ:ll':t!，区制協の福祉教育ーに

Stepl 
闘する考え方などを意凡交検します.

Oモデノレとして ， 小学校に|品l係する学区 rl : 1品 ， 主任児llÎ委只 • !J1!!設と学校教諭.PTA 
とを対U!Iこ怨技会をIJilH.l， t日Id教育にl民|しての:0:見交換を行います。

Oモデノレ小学校以びß~~IIの高等学校lこ|刻して，学校と区社協が望むそれぞれの焔布|

Step2 教育の内総をすり合わせ，学校ごとにテーマを設定した体験プログラムの内務を

協議します。

Oプログフムのl位制jは，心づくりをj{(視した綿布t.ボランティアi6!fOJの基峨挑j韮か

Step3 らはじめ(年IIIJ3 回程度上実際の付、験 (μi校生は主にユス了~"，:r)へとつなげます。
0高等学校1111の体験の情報交流を行い，日にの学習内岩手の充'kーを図ります。

~)舌動機会の渥供・開発』

ボランティア活動を希望する人に対して，参加機会を提供するために，入門講座修

了生に対するアンケートの実施や活動相談者の希望を踏まえ，その内容に沿ったプロ

グラムをつくります。

また，新たにボランティア活動を始めたい，グループを立ち上げたいと いう相談を

広く受け付け，必要な情報の提供，関係者との連絡調整などのパシクアジプを積極的

に担います。

『情報誌の充実』

全世帯に配布している情報誌 「スクラムjを定期発行し，内容は広く区内のボラン

ティア ・市民活動の実態を伝えられるよう，わかりやすくユニータな紙面づくりに努

めます。
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『施設 ・当事者グループとの遥控室』

住民からの活動したいという希望をつなぐには，施設や当事者サイドがどのような

活動を求めたいと考えているのか把握する必要があります。また，これら受入れ側で

コーディネートにあたっている職員などとは，ボランティアに関する共通認識を深め

る必要があり ます。このため，懇談会や実態調査などを通じた情報交流 ・意見交換を

すすめます。

『ボランティアグループ連絡会の開催』

活動の情報交換や親睦の場として，ボランティアグループ連絡会を定期開催し，互

いの活動の交流，活性化を図ります。同時に，ボランティア活動上における課題を出

し合い，解決を図るなどボランティア活動の振興に努めます。

『ボランティアグループ・学区社協活動交流会の開催』

ボランティアグ、ノレープ，学区社協にかかわらず，その活動は住民の参加によりすす

められている活動です。区域・学区域で活動しているお互いの実践を交流し合うこと

で，日常的な協力や連携をすすめ，それぞれの活動の活性化につなげます。

『活動への助成，問成情報の提供』

ボランティアグループが活動をすすめるには，資金は欠かせません。グループの活

動状況を半IIWrし，地域福祉の向上や市民活動の活性化につながるものについての助成

を行うとともに，民間財団等の助成情報を伝えるなど財政的な支援をしていきます。

『機材の整備.活動処点の確保』

区社協の拠点確保とも連動したボランティア・市民活動が活性化するために必要な

拠点の確保について取組みます。機材の提供については，ボランティアグ.ループなど

の意向を踏まえ，計函的に整備します。

『青少年ボランティア懇談会の開催』

ユースアクション(青少年福祉体検事業)や，新たな福祉教育 ・体験プログラムに
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よる実践の交流を行います。また，多彩な青少年活動が展開されるよう，青少年活動

センターとの日常的な連携を深めます。

子育て世帯，障害者，高齢者，母子 ・父子世帯， 介護者家族などの当事者による活動

は，地域でのノ-?ライゼーションを進めるうえで重要な活動であり，その社会参加を

促進し，自立を支援する取組みを行います。

まずは，当事者や当事者団体・ グループとの交流 ・情報交換をすすめるなど，当事者

の生活問題を把怪 ・分析し，地域での理解の促進に努めると同時に，解決の支援を図り

ます。また，当事者の地域参加を促進するために，交流事業や学習会の開催を通じ，仲

間づくりに結びっくように支援します。

く重点活動1> 

『当事者の生活問題の把渥と共育の促進』

当事者の社会参加を支援していくための基礎的な情報として，まず当事者が暮らし

ていくなかで直面している問題について，当事者組織や施設との連携を密にしながら，

調査や懇談等の手法により把握します。明らかとなった問題は，学区社協をはじめと

する地域諸団体や関係機関に対し，懇談会や広報活動を通じ伝え，問題の共有化をす

すめ，支えあうことの理解促進を図ります。

段階

0社会前祉施設 ・当事者団体と部会得のなかで，J芭設利JTJ者 団体会民の生活問題 l

Stepl の実態把般について~凡失流を行います。

0調査・アンケート裂を作成し，胞設 ・団体の協力のもと実施します。

Step2 0当:;:Ji者団体とは，個別ヒヤリングなども行い。実態をJ凶躍しま寸 。

0収集した結保の軒i告iliを{乍成します.

Step3 O地域で行う jt¥談会や，区 "学区祉協の広報活動のなかで，広く当事者の生活問題 |
を{ほえます.
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『子育てサークルの支媛，子育てサロン活動の企画』

子育てサークノレ活動を行っているグループに対して，必要な情報の提供や助成制度

の周知を行い，活動を支援します。また求める拠点の確保については，地域諸団体や

関係機関に子育て支援活動の重要性を伝え，協力を呼びかけます。

区域レベルでの子育てサロン活動に関して，福祉事務所や保健所とも連携しながら

学習会やイベン卜を通じた取組みをすすめます。

『障害者の地I或参加の促進』

障害のある人が，いつでも気軽に集える居場所づくりとして，障害者のサロン活動

について先進事例等を検証し，取組みを開始します。また，際答者の余暇活動の支援

や，外出の支援，当事者による生活支援活動に協力するボランティアの養成・募集を

すすめます。

『精神障害者・家族の組織化の支緩』

保健所や共同作業所と連携し，こころの病を持つ当事者やその家族の組織化をすす

めます。地域への精神保健福祉に関する啓発をすすめ，こころの病についての理解促

進を図ります。

『介護者の会の自主運嘗の促進』

広報活動を強化し，活動の理解促進と会員の増強を図ります。介護保険事業所等と

は交流・連携を深め，問題の共有化を図りサービスの向上とあわせ，介護者の負担軽

減を目指します。また，介護OBによる活動への参画を呼びかけ会運営を強化します。

他区の介説者の会とは連携をすすめ，互いの活動の交流を図ります。
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。釜本目標2:

「地域のネットワークづくりを通じて，住民の暮 らしを支える」

基本計画 J
• • • 

1 地域福祉ネットワークづくりの推進 人

，'， 2 情報活動の強化

女「地I或のネットワークづくりを通じて，住民の暮らしを支える」エレベーター

自慢 r地鼠のネットワークづくりを通じて，住民の喜らしを支える」
問題の把径・対策のネットワ ウの取組み 情報の循環・流通
間!，W ニーズのキヤシずーから，!N仰の挺供， 関係機関 施設がfff械を求める住民に対l.-，

5 コーディネート，個別主mまでのf七荷主t重体制 いつでも必且jな情報を提供できる状態
階 地域揃llt織利擁護'1'業によるほ助

地域の理解の促進 情報の共有
- 民!t児抵号~J~ ， 主任児!i!委以， 主人 f福祉]1，学 l則係，(，'1ロ'11:による情報の授受 ー指摘

4 区位協，協祉推進日をはじめとする地域のキー
階 パーソンとの見守り ・支えあいに対する共通認
般の町民立

施設 ・事業所との逮携 情報の伝達
地峡子育て主嬰ステーション侵版施設共同 -わかりやすく伝える手段

3 作業所，在宅介護支mセンターとの辿棋による 対象に応じた媒体の活JIJ
階 共通認識の確立

行政との共通認識の確立 情報の確保・分析
-ニニろのふれあいネy トワーク.子rrて支援制 関'/i"研究の実施

2 般会議への容函 ー相談によるfr'l'fil暗jfl:
階

障害児者デイ銭湯の実施・拡充 情報の提供
ぼ日li会・裕場組合 当市者間体とのlllW~ 'Jj;，柑紙の先行

1 斗L校，rTAとの辿悦 -ホームページのIliIlIl!
階 学区制協での交流事業の実施

現jI; “ただいま2階です" “ただいま 1階です"

計回 地続福祉ネットワークづくりの推進 情報活動の強化

L1 ッ二訂て予ナプ?十 E 
ノーマライゼーションをすすめるために，住民の生活支援を地域福祉の関係ネ ットワ

ークにより行います。 行政とのパー トナーシップの強化をすすめると ともに，その所管

する既存の連絡会・ネッ トワークには税悔的に参画し，住民の生活・福祉問題を共有し，

協働して解決を図ります。区社協の組織性を活かした関係施設，団体 ・機関とのilii携を
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強め，課題の発見 ・把握から共有，支援に至るネッ トワークづくりをすすめ，誰もが安

心して暮らせる自立生活支援体制の構築を目指します。また，ネットワークの取組みを

背景とし，行政にとっても必要な実施すべき，あるいは改善す八き問題を提起・提案し，

安心して暮らせる地域づくりの形成をすすめます。

く重点活動1>

『福祉のまちづくり推進懇談会の設置(区役所との連舞強化)n 
地域住民の生活を支える公約機関である区行政と民間団体である区社協とで，福祉

のまちづくりをすすめるための公私協働による懇談会を設置し，東山区の総合的な地

域福祉のネットワークをつく ります。そのなかで，協力して地域に起こっている問題，

埋もれている住民の生活意識・実態を把握し，地域福祉をすすめる うえでの課題を共

有します。そして，互いの持つ機能や情報，資源を持ち寄り，課題の解決策を協議し，

それぞれの役割分担のもとに取組みます。

段階 活動内容

0区役所の地域侃liIにかかわるJ担当者及び区社協担当者による険討会議をJ11回程

St.epl 
度!日JOH"，そのなかで地域1日M推進のすすめ方 ・あり方について協滋します。
0対象分野ごと(兇蛍 l昨l!J. ~';i/!i?iなど)のa!t!題，学区ごとの慨はjなどを提起しあ

い.わかりやすい具体的な活動1'1Ji:iを段定します。
0区役所との辿悦のもとで1 区域の全体的なネットワ クをつくります.

Step2 O可能なところから学区レベルのヰットロータづくりをすすめます.

O区岐 ・空宇l豆岐のネントワークで{1'1I1J/u:低 1つのEE題項目を設定し，解決に取組み

Step3 
ます。

01つのaf!W解決に対するI1矧lみillJ後のJ'I'f，1fJ・探り返りを徹底し。不備の是正，日〈
の課題に11il*11みます。

<重点活動2>

『子育て支媛ネットワークの縫進』

子どもを安心して産み，育てられる地域づく りは，少子化がすすむ東山区にとって

重要な課題です。母親が地域で孤立せず，安心して子育てができるよ うに，子ども支

援センターと連携しながら，子育て問題の発見から対策に至る協議・支援体制を築き

ます。

また，地域子育て支援ステーション等保育園や児童館とも協力し，地域に子育て問

題についての理解を促進・普及させるために，地域諸団体とのコーディネートをすす
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めるとともに，地域での懇談会や区域でのシンポジウムを企画 ・実施します。

段階 活動内容

O子ども支殴センタ と 述tl~~ L.. 全体的な区域のネットワ ずのすすめ方あり方

Stepl 
を協議します。

O月 1四位ilfhYi成するl民l係機関とのJ担当身レベノレでの約十'11交流を行い，ワ タショ
ップなどでそれぞれ|別府議闘がもっ阪1I¥'J・ 課題をU:Iし合います.
Oft*Mll5JII ( I!;~~!~ ' Ji~~~f. 地域 保坑， I'JJ北支暖など)のネシトワータを小チームで

Step2 形成し。|特JJI首長l立のfJf朝i交流，カンファレンスなどを通じ aぷ姐iの解決をすすめ
ます.

0小チ ムでの取嗣lみ， A改組を区域のヰyトワ クに持ち上げ.研修会等を通じ全

Step3 
体のJげf化をすすめます。
O子育て11¥1姐の理解促進のために，シンiftジウムの削1院や地域懇談会での持及を凶
ります.

『共同作業所連絡会の設置・運営』

他分野の共同作業所聞の情報交流をすすめ，共同作業所における障害者問題の把鑓，

解決に向けた連携を図り ます。

『障害蓄支媛ネットワークの推進』

障害児者デイ銭湯実行委員会の構成団体である医師会，浴場組合，当事者団体，ボ

ランティアグループなどと，デイ銭湯事業の展望とともに隊害児者への新たな生活支

援事業について協議します。これら関係ネットワークとの連携のもとで，障害児者の

自立を支援します。

『こころのふれあいネットワークとの連控室』

保健所と連携し，精神障害に関しての地峡の啓発 ・理解の促進を図ります。当事者

及びその家族の支援 ・組織化やサロン活動の研究をすすめます。

『在宅介護支緩センタ一連絡会との連第』

介護保険制度下における要援護高齢者 ・家族の実態に関して，情報交換・意見交流

を図るとともに在宅生活支援について，地域のイ ンフォー7ノレなサービス，八材，そ

の他社会資源のコーデイネー 卜を行いますロまた，段階をおって介護保|食事業所聞の

共同カンフア レンス，情報交流，共聞事業の企画などに取組みます。
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『老人クラブ・老人福祉センター・いこいの家との連携』

高齢者の地域での仲間づくり，生きがいづくりをすすめる関係施設 ・団体との連携

をすすます。特にこれら団体 ・施設の活動と区域・学区域段階の関係機関や地域諸団

体とのコーデイネー トに努め，共同での事業や取組みがすすむよう支援します。

rr IJ ¥:t出i或福住ネットワークの企画・縫進』

民生児童委員 ・主任児童委員，老人福祉員，学区社協 ・福祉推進員をはじめとする

地i撲の福祉活動実践者と，住民相互の支えあいについての共同 ・

連帯意識を高めるための懇談会を開催します。地域特性をつかみ，起こっている問題に

対してはすばやくキャッチし，必要な情報提供，協力者の確保，専門機関へのコーデ

ィネートなど住民にもっとも身近な生活図域での支援体制づくりにつなげます。

『政策の提言』

福祉問題をはじめとする行政施策の充実・改善に向け，住民サイドからの要望とし

て取りまとめ，関係ネットワークとの連携により提起 ・提案します。

rr:t自滅福祉権利i議護事業の縫進』

国・府 ・市の動向をふまえ，高齢者及び障害者の地域生活における権利保障の取組

みを京都市社協との連携のもとにすすめます。生活支援員の確保，地域での権利擁護

(保障)問題の普及 ・啓発をすすめるとともに，支援のための関係者 ・社会資源との

コーディネー卜に努めます。

E 
地域に起こっている問題に対して，必要な情報があることで解決できることは少なく

ありません。広報紙の充実はもとより，住民・当事者が求める福祉関連情報や地域にお

こっている問題の把握を行い，分析に努め提供手段の工夫 ・強化をすすめます。
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<重点活動 1> 

『保健福祉に関する相談機関情報集の発行』

住民が何らかの生活・福祉問題に直面したとき，対応してくれる相談窓口があら

かじめ分かっていれば，速やかな問題の軽減 ・解決に役立ち，また安心感にもつな

がります。このため，住民の暮らすのなかでの子育てや，心身の障害，介護や痴呆

など保健福祉にかかわる相談に対応している施設や機関などの事業内容や取組み

の情報を集め，報告集としてまとめ，分かりやすく住民に提供します。

段階 活動内容

0保健結社の行政機I~Iや|剥係随設 ・ 間体などに協力を 11干びかけ， 必~資料を収集す

S匝pl るとともに。それらを通じ新たな事業叶，のj，'f仰を宛品11します。

0収集した仰械を分かりやすくl凪りまとめ 住民のれらしに役立つ1'11談機関情報集

Step2 の原案を作成します。

0抑制lJ長の内管をホームベージにJ札li¥eしたり，仰談機Il¥I叶，のV/クをすすめます.

0氏IIIJ助成財Fljなと'の助成11111.立を活IfIL，その資金を件て「作らしに役立つ情相liliJ

Step3 として印刷・ 製本しl 全i制作配布の34現在 FI指 します a

『広報紙の充実』

広報紙 「ひがしやま」は可能な限り発行回数を増やし，福祉関連情報の提供や地域

の活動状況を広く伝えます。また，障害者や高齢者など対象を設定した情報の提供に

も取組みます。

『インターネットの活用』

ホームページの充実を図るとともに，更新に携わるボランティアを募ります。関係

機関 ・施設にもホームページの相互リンクを呼びかけます。

『情報混i共手段の工夫・強化』

ボランティア関連情報ともあわせ，関係機関はじめ，学校，企業，1苫締など人の多

く集まる場所に掲示板の設置を依頼し，住民生活に身近な場所での情報提供をすすめ

ます。
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『生活意識・実態調査の実施』

行政や地域諸国体とも協力し，住民を対象とする調査を実施し，広く東山区で生じ

ている生活 ・福祉問題を把握します。但援した問題の解決については，社協の地域福

祉活動への反映や，行政施策への提起などを行うとともに，ネットワークと協働した

解決に取組みます。

『相殺対応』

様々な問題を抱える住民からの相談に対して，その人に的確・適切な制度 ・サービ

ス，機関の紹介などのコーディネー卜に努めます。また記録を整備し，相談の内容を

分析し事業に反映します。
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二¥基本目標3:・

「東山区社会福祉協議会の基盤強化J '， 

基本計画・

1 組織の強化 ・拠点の確保 ・財政の安定・0 ・
ーー.. . . ， .・ 4 ・・ e
ι1  ・・.• . • . . . • 

会 「東山区社会福位協議会の基盤強化」エレベーター

目樺 「東山区社会福祉協議会の基盤強化」

住民・関係機関・行政からの信頼・期待の醸成
住民が安心して梓らせる生市 街制のffi!J!づくり

5 地.. 虫1日iII打I:illiに製する拠点耐似の機量liの日まり
階

社会福祉協議会への理解の促進
'fl'助会員の別強

4 般極的な参加・述悦 協働
階

事業目的の明確化
事業に対する役職ぬの芭織 l'l任感の向上

3 ， )I ~業詳細iの磁立

階 開かれた区社協づくり
刺広い!l'民機関の谷町による組織
， JI~業 ・ 財政のfl'I報公 1111

東山区社会福祉協議会の活性化
地域稿祉活動計聞の策定

2 
階

東山区社会福祉協議会の法人化
怯人f.j;巾jの硝立

1 専任職員の但舵
階 -自主財自立の航保
-ボランティアゼンターのIJllf&

現状 “ただいま2階です"

計画 組織の強化 ・拠点の確保 ・財政の安定

東山区の地域福祉推進のためには区社協の基盤強化が不可欠であることを住民，福祉

関係者，役員の共通認識とします。そのために，特に役員研修の充実を重点的に行いま

す。地域福祉を推進する中核組織にふさわしい，充実 した組織 ・機能 ・財源を有し，住

民から信頼され期待される区社協づく りをすすめます。
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く霊点活動 1> 

『役員研修の強化』

地域福祉をすすめる社会福祉協議会の機能と役割，責任について，役員を対象と

する研修を体系的にすすめ，役員がリーダーシップを発保するもとでの法人運営に

つなげますロ研修の内容は，役員の関心が高いもの，役員の企画によるものなど工

夫して実施します。

段階 活動内容

O正副会長会議で研修体系の協議をfj'，、ます。

Stepl 0全体研修品矧別研修.会fl区分別研修，新任役只研修など対象 ・内容の大枠を
設定し体系化します.

0年!日11回の新任1比五i研修を企画 ・実施します。

Step2 0全体研修. il!l~!.!!1別研修をそれぞれ年間 l 回実胞します. 研修災施後は討論やア ン

ケー卜を必ず行い，炊の研修内容や事業への反映に活かします。

0年11¥]-つのテーマを決め，それにt;，づく 研修会を1m1ti¥L.議論 ・協議を経て役員

Step3 。〉企闘による伏イj'.iJl'の 'IÇ~を必ずーっは設定し， 取組みます.

『担当理事制度の俊討』

理事が等しく法人運営に参画し，執行'iH壬を分担することを目的に，他都市中土協の

先進事例等を参考に. HilJ度の導入の是非を検討します。

『監事会の活性化』

年間事業 ・予算の執行に関して 2 その進捗状況の確認及び意見具申のための監事会

を四半期ごとに開催します。

『一般会員加入の促進』

ボランティアグノレープや当事者組織などの市民活動団体， 訪問看護ステーション，

居宅介護支援事業所などの法人JJIl入を促進します。必要な諸規程の改正などについて

は随時行います。

『苦情解決の推進』

法人の事業に関しての苦情，不満，疑問を広く受け付け，適切に対応するとともにa

役員会にて報告し，共通認識のもと事業の向上 ・充実に努めます。
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『総合福祉センター整備に向けた調査・研究・運動』

地域福祉の拠点づくりに向けて，プロジェクトを設け協議・検討を開始します。そ

の際，役職員はもとより住民や行政，関係機関の理解が得られるように取組みます。

『自主財源(賛勧会員・共同募金配分金〉のi曽強』

賛助会員については，世帯加入を重視して取組むこととし，特に法人加入を促進す

るために，訪問による説明などで加入促進を図ります。共同募金配分金については，

年間執行計画及び報告について，共同募金会地区支会と懇談会を開催するなど，地域

福祉活動への共通理解をすすめます。

『民間朗成制度の活用』

地域福祉活動計画に関連した新規事業や，先駆的事業などに対して民間助成制度の

活用を積極的にすすめます。

『既淳事業の見直し』

既存事業の見直しをすすめるとともに，地域福祉活動計画において優先されるもの

に対して，重点的に配分し執行します。

『情報の公開・透明性の確保』

地域福祉活動への正しい理解と協力をすすめるため，区社協の事業や財政の執行状

況の情報を広く公開するノレーノレを定め， >1'とめる人に対しでも走f共します。
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学区社会福祉協議会活動の支援

実施活動

学区社協役員研修の強化

住民との交流・懇談会の実施

広報活動の強化

参加型活動の充実

22 
訪問型活動の充実

生活支緩活動の企画

モデル事業の実施

財政支緩の改善

ボランティアの育成と個人参加の促進

福祉1佳進員の設置の促進.活動の充実

学区社協の活動交流の実施

学区社協組織の強化

関係機関・施設・団体との連係

*優先度は高いものから S→A→B→C

東山区地繊福組活動計画実施計画 の順となっています。

優先度 対 象 推進体制
15 16 

S 
学区社協

区社協が企画・実施 ;J.f施 =今

役員 ・リーダー

S 学区住民
区祉協が企画

完結 => 
学区社協が開催

S 学区住民
学区社協が発行

検討 二1$施
区社協が情報提供

B 対1I!0，1主 学区祉協で企画1・:M施 検討 司

ト一一一ー

B 対象住民 学区祉協で企価・実施 検IN =争

C 対"s!ι住民 区 学区社協で研究・企画 検討 => 

B 学区祉協
学区祉協が企曲1・実施

検討 =今
区祉協が実範支援

A 学区祉協 区位協で改法案立総 実施 述成

C 学区住民
区祉協が区域で~hÎ!i

実施 => 
学区祉協が学区域で:足踏

B 
学区祉協

区学区社協IlIJで個別協議 検討 実施
福祉推進n

A 
学区祉協

1':祉協が企画 ・実施 実施 =今
役員 ・リーグー

B 学区祉協
学区祉協が尖施

検討 :M施
区社協が実施主俊

C 学区祉協
学区祉協が実施

検討 災地
区祉協が英雄主俊

年次計画

17 18 

=今 =今

司 =会

=争 =事

実施 司

実施 z今

=今 'Jlo在

実施 司

=今 => 

=今 =会

ニ今 司

=> 司

=今 =今

優先度は11寺間的なもの，内容等を総合

的に考慮したう えで設定しています。

達成目標
19 

=争
全区共通を年3回開催
学区ごとを年2回開催

司 学区ごとに年4回開催

=今
全学区発行

年間4回発行

司
参加者へのな向把鑑
参加者のグループ化

=> 対象者の;J.fll!H巴胞と記鍛の般的1

=> 活動車例錦町作成

=今 計画期/IIJ内で5学区程度指定

新実施製綱の作成

=争
学区社協:lJq控へ個人ポランティアが
日常的に怠加

司
研修会は年IIIJ2回程度開俄
全学区での設也の促進

司 年間l回IJ¥J附

=今
事業評価の鍬立事務局機能の確立I
部会等の設置t

=> 
共同事業(まつり，学習会他)の;l&
施

」 一一



tO 
cn 

ボランティア活動，福祉教育の推進

実施活動 優先度

ボフンァィア育成の強化
S 

〈スクール・入門講座の充実〉
一一一

ボランティア関連の情報活動の強化 S 

教育機関等との連携による福祉教
S 

育・体験プログラムの企画・実施

活動機会の提供・開発 B 

情報誌の充実 A 

施設・当事者グループとの連携 B 
一 一一一 一一一一一←一一 一

ボランティアグループ連絡会の開催 B 

ボランティアグループ・学区社協活動
B 

交流会の開催
一一 一一一一一一一 一ー トー

活動への朗成，朗成情報の提供 B 
一白ム十一一一一一

機材の整備.活動拠点の確保 C 
一l…，-"...・- 一一一一一一一 一・-】

青少年ボランティア懇談会の開催 B 

対象 推進体制

一般住民 区社協が企画・実施

ー一一一

一般住民 区社協が実施

学校 区社協が関係機関等

児童・生徒 と実施

一般住民 区祉協が実施

卜ー一一一 一一一『一一一一一一一 -------ーー -

全世帯 区社協が発行

一一 一一一一一一一一一一一一

ボランティアグトプ
区社協が実施

関係施設
←一一一一一 一 一 ----- 一一一一

ボランティアグトプ
区社協が開催
ボランティアグループ聞が交流

ボランティアグlトプ 区社協が企画・開催
学区社協 ボランティアグトプ・学区社協が交流
一一一一一一一一 守一 一一 一一ー

ボランティアグトプ 区祉協が実施

市一一一

ボランティアグトプ 区社協が実施

一一一一一一一一' 一一一一一←一一一

青少年ボランティア
区社協が企画・開催
青少年ボランティアが交流

年次計画
達成目標

15 16 17 18 19 

実施 =今 =今 =今 =争 年間 2回程度開催
ト一 一一一一一一一 一 一---ーーー--

実施 =争 =今 =キ =今
活動紹介パンフレットの作成，隔年更新

掲学示校板の拠ご点とへのの設置プログラム司司"田守凶 一一一トー一一 一一一

実施 =今 =今 =今 =今

の開発・実施

検討 =今 実施 =今 =今 活動プログラムの開発

「一一 一 一一ト 一一

実施 達成 年間3固定期発行

一一一一一 一一一円一一一 一一一一 一一 回副

検討 実施 =今 =今 =今 実態調査・懇談の定期実施

-←一一 一一

検討 実施 =今 =今 司 年間2回開催

卜一 十一一一一一一

検討 =今 実施 =今 =今 年間 1回開催

ー._-ーー--

実施 =今 =今 =今 =今
ボランティアグループの活動資金の
充実

検討 実施 =今 =今 =今
ボランティアグループの活動環境の
充実

検討 実施 =今 =今 =今 年間2回開催



CD 
-:J 

当事者活動の支援・組織化

実施活動

当事者の生活問題の把握と共有の

促進

子育てサークルの支援・子育てサロン

活動の企画

障害者の地鼠参加の促進

精神障害者・家族の組織化の支援

介護者の会の自主運営の促進

優先度

S 

B 

B 

B 

B 

対象 推進体制

当事者
区社協が実施

関係団体と協力

子育て世帯
区社協が企画・実施

福祉事務所・保健所と協力

障害者世帯
区社協が企画・実施

関係団体と協力

精神障害者世帯
区社協が企画・実施

保健所・作業所と協力

介護者の会
介護者の会が運営

区社協が運営支援

年次計画
達成目標

15 16 17 18 19 

検討 実施 =今 =今 =今
実態調査の実施

懇談・広報を通じた共有

検討 =今 実施 =今 =今
学習会・イベントの開催

子育て世帯の組織化

検討 司 実施 =今 =今
サロン活動の企画・実施

支援ボランティアの養成

検討 =今 実施 =今 =今 精神障害者世帯の組織化

検討 実施 =今 =今 =今
会員の増強

介護OBの運営参画



c.o 
00 

地域福祉ネットワークづくりの推進

実施活動 優先度

福祉のまちづくり推進懇談会の設置
S 

〈行政との連携強化〉

子育て支援ネットワークの推進 S 

共同作業所連絡会の設置・運曽 B 

障害者支援ネットワークの推進 A 

こころのふれあいネットワークとの連携 B 

在宅介護支援センタ一連絡会との連携 B 

老人クラブ・老人福祉センター・いこい
B 

の家との連携

小地鼠福祉ネットワークの企画・推進 B 

政策の提言 C 

地域福祉権利擁護事業の推進 C 

対象

一般住民

子育て世帯

共同作業所

障害者

精神障害者

要援護高齢者

高齢者

対象住民

一般住民

対象住民

推進体制
15 

区社協・区役所で企
実施

画・実施

区社協・子ども支援センタ
実施

ーの連携で企画・実施

区社協が開催 検討

区社協と障害児者デイ銭湯実
実施

行委員会で企画・実施

区社協と保健所の連携 検討

在宅介護支援センタ一連絡会
実施

と区社協が協力

区社協と関係団体・施設で企
検討

画・実施

区社協が企画・実施
検討

学区祉協・学区民協等との協力

区社協が実施
検討

関係機関・団体・施設との協力
回一一一 一一-_..-一一一

市・区社協が連携実施 実施

年次計画
達成目標

16 17 18 19 

=今 =今 =今 =今
日常的な協議・連携

役割分担による事業の実施

子育て問題に対し，迅速・適切
=争 =今 =今 =今

に対応できる協力体勢

実施 =今 =今 =今 年間2回開催

=今 =今 =争 =今
障害児者デイ銭湯事業からの発展に

よる新規の生活支援活動の開発

=今 実施 =今 =今
年間 1回程度の講座・作品展の開催
サロン活動の企画

=今 =争 =今 =今
隔月程度連絡会に参画し，地域福祉

活動の状況等の意見交流

=今 実施 =争 =今 区域・学区域での共同事業の実施

実施 =今 =今 =今 地域での見守り体制の確立

=今 =今 実施 =今
活動計画期間内に住民の福祉要望の

取りまとめと行政等への提起・提案
一一一._，-川町一一一 剛一一一.........。………. "…・ーー一一一一一 ω

=今 =今 =今 =今
区社協を中核とする市社協・地域社
会資源のコーディネート体制の確立



~ 
~ 

情報活動の強化

実施活動

保健福祉に関する相談機関情報集

の発行

広報紙の充実

一 一
インターネットの活用

情報提供手段の工夫・強化

生活意識・実態調査の実施

ト一一一一一ω一一一一回 一一一一

相識対応

優先度 対象 推進体制

S 一般住民
区社協が関係機関と

の協力で実施

A 一般住民 区祉協が実施

B 一般住民 区社協が実施

B 一般住民 区社協が実施

C 一般住民
区社協が関係機関の協力で企

画・実施

B 一般住民
区社協が実施

関係機関と連携

年次計画
達成目標

15 16 17 18 19 

実施 =今 =今 =今 =今 情報集の全世帯発行

実施 達成
広報紙『ひがしやまJの年間 2固定
期発行

検討 実施 =今 =今 =キ
専門ボランティアの募集・養成

毎月 1回程度，内容の更新

検討 実施 =今 =今 =今 掲示板の設置の促進

検討 =今 実施 =今 =今
実態調査の実施・分析及び地域福祉
活動への反映

実施 =今 =今 =今 =今
記録の整備

適切なサービス・情報の提供



組織の強化・拠点の確保・財政の安定

H
C
C
 

実施活動 優先度 対 象 推進体制
年次計画

達成目標
15 16 17 18 19 

役員研修の強化 S 区社協役員
役員・事務局で企

実施 =今 =今 =今 =今
年間4回自主開催

画・実施 外部研修へ年間複数回参加

担当理事制度の検討 C 区社協役員 役員・事務局で検討 検討 =今 =今 実施 =今 活動計画実施期間内に報告書作成

監事会の活性化 A 区社協 監事・事務局で実施 実施 =今 =今 =今 =今 年間4回実施

国--

一般会員加入の促進 B 
民間事業所，ボランティ7グル』

事務局で実施 検討 =今 実施 =今 =今
諸規程の改正

プ，当事者蹴等 訪問看護st，'n~1{7n-7'，当事者繊の会員加入
一一一一 一回】 ト一一一一一一ト一一…一一一“一一一一 "“ 一一 一…一一一一一_~p"H"，一一四一 町田 H一一一一・四一』ーー一一 …一

苦情解決の准進 B 一般住民 事務局で実施 検討 実施 =今 =今 =今
広報紙・インタ}ネット上での周知及びEメ
ール等を活用した対応，法人運営への反映

語吾福祉センター整備に向けた調査・
A 京都市行政

役員・事務局で企画・実施
実施 =今 =今 =今 =今 京都市関係部局への要望・提言

研究・運動 区行政・関係機関等と連携

自主財源(賢助会員・共同募金配分金〉
B 一般住民

学区社協・事務局で実施
検討 実施 =今 =今 =今

世帯加入率の向上・法人会員の増強

の増強 共同募金会と連携 共同募金会地区支会との懇談の開催

民間助成制度の活用 B 区・学区社協 区社協・学区社協で実施 検討 =今 実施 司 =今 活動計画主要事業への申請・導入

ト一一一一一…一一一一一一一一一 …一一一一ト_.-..-一一一ト一一一一一…則一一一白山間一一叩 ト---- "一一 一一一"一一一

既害事業の見直し B 区・学区社協 区社協・学区祉協で実施 検討 実施 =今 =今 =今 既存事業の改廃

トー一一一ω一一←

情報の公開・透明性の確保 A 一般住民 事務局で実施 検討 実施 =今 =今 =今
公開ルールの作成

住民の閲覧・複写の提供



VII.計画の進行管理

1 活動計函の普及

活動計画は，大きく次の方法により東山区民並びに地域福祉にかかわる関係者に幅

広く普及させ，理解の促進を図っていきます。

『笛及版 (ダイジェスト版〉の作成・配布』

活動計函の策定後，すみやかに普及版の作成に着手し，全世帯配布を目途に広

く区民の方への周知を図ります。

『研修会 ・シンポジウム ・懇説会等の開催による普及・宣伝』

幅広い住民の方への広報 ・啓発を図るとともに，参加者からの生の声を聞く機

会として研修会やシンポジウム，懇談会等を開催します。

『広報紙 ・ホームヘージでの広報』

情報の公開もあわせ，広報紙「ひがしやまJ.ホームページに計画の概要を掲

載します。

2.活動計画の進行状況の評価・点検

活動計画を着実に遂行するとともに，定期的に進行状況の評価・点検を行し、ながら

内容の充実を図ります。計画期間内で、実施活動の状況が低調なもの，達成目様に至ら

ないと予怨されるものについては，随時見直しをすすめ，その他の活動を重点的に行

ったり，次期計画以降への継続~UlJi'.i'jへと踏襲したりするなど，計画の効率的 ・ 合理的

な進行に努めます。

そのための手法は，次のとおりです。

『活動計画経進チームの編成』

i並行管理を行うと ともに，達成状況への助言や意見具申を行い，計画の評価 ・
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分析にあたる推進チームを編成します。

最低年間3回程度(年度当初・半期・年度末)のチームによる協議の場をもち，

その議論を踏まえて「管理表」を作成します。チームの編成は，役職員・関係者 ・

住民などを含めての構成とします。

『活動計画遂行管理表の作成』

活動計画に盛り込んだ実施活動及びその達成状況に対して，年度ごとに当初 ・

半期・年度末時におけるそれぞれの進行状況を明らかにするための管理表を作成

します。この管理表をもとに円滑 ・着実な取組みをすすめます。

管理表の試案は，次のとおりです。

「進行管理表J(試案)

年次計画 0年度 0年度 0年度 次年度への
実施活動

15 [16 [17 [ 18 [ J9 
当初]目標 上半期i並行状況 達成状況 課題

『役員会等による進行管理』

理事会 ・監事会 ・評議員会，部会 ・委員会，学区社会福祉協議会会長会など機

関会議等において，進行状況の報告 ・管理 ・評価を行い，意見を聴取のうえ，計

画の充実及び役職員の一体性の保持を図ります。
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VIII. 関係資料

東山区地域福祉活動計画策定経過

年月日 会議等の名称 主な内容

平成 13年 第 1回 o講演「地域福祉活動計画とは」
12月6日 策定委員会 講師青白谷大学村井龍治教授

。経過報告

。委員委嘱，正副委員長の選任

。地域福祉活動計画の概要

o策定までのタイムスケジューノレ
o意見交流

平成 13年 第 I回 く〉必要資料の確認，今後の作業内容の確認

12月 28日 事務局会議 o計画の目次[七
平成14年 第 2回 。東山区社協事業の現状把握

1月24日 事務局会議 o区祉協の基彼強化に関する現状把握
平成 14年 第3回 。区祉協の基盤強化に関する現状把握

2月7日 事務局会議 o学区祉協活動に関する現状把握
平成 14年 第4回 o学区祉協活動に関する現状把握
2月 18日 事務局会議 。ボランティア活動に関する現状把握

平成 14年 第5回 oボランティア活動に関する現状把握
3月 15日 事務局会議 。福祉サービスに関する現状把握

平成 14年 第6回 く〉地域福祉ネy トワークに関する現状把握

3月22日 事務局会議 。情報提供に関する現状把握

平成 14年 第7回 。当事者組織の育成に関する現状把握

4月 30日 事務局会議 。相談事業に関する現状把援

o評価シ只テムに関する現状把握
平成 14年 第8回 。地械f高祉活動をすすめるにあたっての重要な
5月 10日 事務局会議 3つの視点を設定

「幅広い住民層が地域福祉活動へ参画できるよ

うに. !官報や学びあう揚の提供をすすめるJ
「地域の福祉問題を解決するためには，関係機

関やボランティア，施設などとの協働シλテ

ムが必婆J
「当事者の組織化を図ったり，福祉サービスの

実践を通じ自立を支援するなど，住民の権利

を機能する取組みをすすめる」

平成 14年 第 1回 。東山区の地域福祉活動の現状

5月 16日 作業部会 。地域福祉活動計画の方向性，今後の検討課

題・作業日程の確認、

平成 14年 第2回 o学区社協の成立過程から現在までの変容
6月27日 作業部会 く〉学区祉協に求められるもの

平成 14年 第3回 く〉学区社協活ifvJの充実に向けての課題
7月 16日 作業部会 。学区レベノレでの子育て支援活動や障害者 ・高

齢者の自立 ・社会参加の促進
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年月日

平成 14年
8月7日

平成 14年

8月8日

会議等の名称

第9回

事務局会議

第4回
作業部会

平成 14年 第5回

8月22日 作業部会

平成 14年 第 10回
9月 19日 事務局会議

平成 14年 第6回

9月24日 作業部会

ロH

ロH
一

年

8
一
年
出

M
月一

u一
月

成
日
一
成
叩

平

一

平

平成 14年
11月29日

平成 14年

12月 10日

議
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A

一
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一
品

回
局
一
回
局

l
務一

2
務

U
事
一
山
事

第

一

第

ム一品

会

一

員

部

一

委

回
業
一
固
定

7
作一

2
策

第

一

第

主な内容

く〉福祉活動における「住民参加Jとは?

。住民参加における学区社協活動・ボランティ

ア活動・当事者活動

く〉ボランティア活動をめぐる現状と社協ボラン

ティアセンターを取巻く状況

く〉東山区でのボランティア活動，福祉教育の取

組みについて

く〉ボランティア活動，福祉教育の充実に向けて

0当事者組織の育成・支援
く〉住民の福祉活動への「参加」とは?

く〉社協が福祉サービス・生活支援活動を手がけ

る意義について

く〉ネットワークの目的とは?

。関係行政機関からの報告・助言

「制度・施策の状況・社協への期待J

保健所健康づくり推進課

指導係:贋部係長

福祉事務所

支援係:白津係長

長寿社会課:熊谷係長

。社協が行う相談援助，情報提供

く〉今後の作業日程の確認

。現状と課題(素案)

く〉基本目標・基本計画・実施計画(素案)

く〉次回委員会の内容・研修会の内容

。現状と課題(素案)

。基本目標・基本計画・実施計画(素案)

。講演「策定作業から見えてきた東山区の地域

福祉活動の課題と展望J

講師龍谷大学村井龍治教授

く〉中間報告

。基本計画修正

く〉重点活動のしぼりこみ

く〉重点活動の確定

。実施計画の確定

。作業経過報告

。最終報告承認

平成 14年 |第 13回
12月26日 | 事務局会議

平成 15年 |第 14回
1月21日 | 事務局会議

平成 15年 |第3回

3月3日 | 策定委員会

*第1回・第2回策定委員会は開催に先立ち，策定委員並びに東山区社協役員(理事・監事・

評議員・参事)を対象として講演会を開催。

*作業部会は策定委員のなかから 4名を指名し，学識経験者・事務局職員とともに活動に焦

点をあて検討を重ねる。

*事務局会議は学識経験者・事務局職員にて，活動計画策定全般にわたる作業・検討・文章作

成を行う。
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社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会

地I或福祉活動計商策定委員会設置要綱

(目 的)

第 1粂 この委員会は，京都市東山区における地域住民の高まる福ネ止ニーズや福祉課

題に応えるとともに，地域福祉推進のための京都市東山区社会福祉協議会(以

下， r本会J)地域福祉活動計画(以下， r計画J)を策定することを目的に設置

する。

(委員)

第2条 委員会の委員は，次に掲げるもののなかから構成し，本会会長が委嘱する。

( 1) ;本会役員

( 2 )行政関係者

( 3)学識経験者

( 4)その他本会会長が指名する者

2 委員の任期は，委嘱の日から官十画策定日までとする。

3 補欠により就任した委員の任期1;1:，前任者の残任期間とする。

(役員)

第3条 委員会に委員長 1名，副委員長2名を置き，委員の互選により選出する。

2 委員長は会議を招集するとともに，委員会を代表し，会務を統括する。

3 副委員長は委員長を補佐し，会長に事故あるときはその職務を代行する。

(作業部会)

第4条 委員会の研究作業を円滑に進めるため，作業部会を設置することとする。

2 作業部会は，委員長が指名する者にて構成する。
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(事務局)

第5条 委員会に関する庶務を処理するため事務局を置く。

2 事務局は，本会事務局職員にて構成する。

(その他)

第6条 委員会は必要があると認、めたときは，委員以外の者を参加させ，意見を求め

ることがで、きる。

(繍員1])

第7条 この設置要綱に定めるもののほか必要な事項は，会長が別に定める。

mt員1])
この要綱は，平成 13年 11月初日より施行する。
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役 職

委員長

副委員長

委 員

(委員・作業部会員)

(委員・作業部会員)

(委員・作業部会員)

(委員・作業部会員)

役 職

事務局

くアシスタント〉

地域福祉活動計画策定委員会

委員名簿

氏 名 所 属

津田東一郎 東山区社会福祉協議会会長・共同募金会東山地区支会副支会長

石居 志郎 東山区社会福祉協議会副会長・東山医師会長
一一一一一一

村井 龍治 学識経験者・龍谷大学社会学部臨床福祉学科教授

植村 一彦 東山区社会福祉協議会理事・粟田社会福祉協議会会長
一一一一一

堀 イ二郎 東山区社会福祉協議会理事・一橋社会福祉協議会会長

木ノ下 暁 東山区社会福祉協議会理事・養護老人ホーム洛東園園長

く前任〉菱田 勲 前東山区社会福祉協議会理事・社会福祉法人洛東園常務理事

山本 幸彦 東山区社会福祉協議会理事・東山区老人クラプ連合会会長
一一一ー….~...・一一一一一一回一

野間 克博 東山区社会福祉協議会理事・東山区福祉部長
一一一一一…叫……一一一一一一四・.n_，~.…一一一 一

く前任〉今城孝男 前東山区社会福祉協議会理事・東山区福祉部長
一_........._......n...__...__._____.__一一一一一一一一一

森本 好子 東山区社会福祉協議会評議員・貞教社会福祉協議会会長

高宮 郁子 東山区社会福祉協議会評議員・なづな学園園長

植木 正義 東山区社会福祉協議会評議員・東山区身体障害者団体連合会会長
“一一一一一…ー

西村 光男 東山区社会福祉協議会評議員・東山区保健部次長
目伸一一一一ー一一一一一一一一一…………………叫…………_....._-

く前任〉竹口 行男 前東山区社会福祉協議会評議員・東山区保健部次長

吉津 秀則 学識経験者・社会福祉法人小松谷福祉会理事長

折田 孝一 会長指名・新道社会福祉協議会副会長・新道民生児童委員協議会副会長

松永 洋子 会長指名・東山区民生児童委員会副会長

木村 信夫 前東山区社会福祉協議会評議員・修道社会福祉協議会会長

今村 寿子 会長指名・一橋社会福祉協議会副会長
一一一一四国一一一

梶宏 会長指名・東山区介護者の会『つくしJ世話こ函人代表寸
く前任〉広瀬節子 会長指名・前東山区介護者の会「つくしj世話人代表

小森敦子 会長指名・ボランティアグループ「ありん

松永 俊治 会長指名・立命館大学ボランティアコーディネーター養成プログラム修了生

地域福祉活動計画策定委員会事務局

氏 名 所 属

藤川 雅雄 東山区社会福祉協議会事務局長

く前任〉古村聴 前東山区社会福祉協議会事務局長

宮本 昭宏 東山区社会福祉協議会主任

上野 正則 東山区社会福祉協議会主事

柴田 友佳 龍谷大学社会学部地域福祉学科3回生
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